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Theobjectiveofthisstudyisinvestigatingtheissueofcityandthematerialcycle,takinganexampleofhouseholdwaste.A

questionnairesurveywascarriedouttocollectlocalgovernmentstrategiesonhouseholdwastemanagement.Throughthesurvey,

theresearchdiscoversnotabletypesofstrategicdirectionsobservableamongthechosenlocalcommunitiesin上pan.
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1はじめに

わが国では、近年、循環型社会の形成に向けた法制度の

下で、全国各地で資源の分別排出やリサイクルの体制づく

りが進められている。こうした一連の動きは、再生利用の

促進やバージン財の消費抑制など人間活動に伴う環境負荷

の低減に一定の役割を担うが、今日の大量廃棄型社会の変

革にとって十分条件とは言えない。例えば、容器包装リサ

イクル法に基づいてペットボトルのリサイクルエ場の整備

が進む一方で、その廃棄量は増加の一途を辿り、大量排

出・大量リサイクルの状況に陥っている。多くの人々がリ

サイクルに参加、協力するようになるなど環境配慮活動は

活発化しているものの、それらの活動が地域全体の環境負

荷低減に直結していない。つまり、大量廃棄型社会の変革

には、経済社会を構成する各主体がそれぞれの立場に応じ

た環境配慮活動を実践していくことが求められるが、さら

に、それらの活動を一つのシステムとして有機的に結び付

けていく視点が不可欠になると考えられる。特に、住民生

活に身近な地方自治体の政策的側面からは、地域全体の環

境負荷低減に向けた地域協働の姿やその方向性を明示する

など、人々のライフスタイルを循環型社会に適合した形に

変えていくための具体的な目標とそれを実現する戦略の在

り方を検討していくことが必要になる。

本研究は、人間活動から排出される不用物の代表例とし

て一般廃棄物を取り上げ、全国の市町村を対象としたアン

ケート調査等を通じて、廃棄物削減のための地方自治体の

政策展開を分析し、地域協働によって形作られる静脈機能

としての類型とその形成方向を検討することを目的とする。

2循環型社会を目指した国の取組みと地方自治体の役割

わが国では、循環型社会の形成に向けて、廃棄物の処理

及び清掃に関する法律（以下「廃掃法」という。）の累次

にわたる改正が行われるとともに、2000年5月には循環型

社会形成推進基本法（以下「循環基本法」という。）が制

定された。循環基本法では、循環型社会を「天然資源の消

費を抑制し、環境の負荷ができる限り低減される社会」と
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し、その実現に向けた基本的枠組みが明らかにされた。ま

た、初めて廃棄物処理の枠組みを資源循環の中で位置付け、

各主体の責務が明らかにされた。この法律の制定と前後し

て、容器包装、家電、建設資材、食品残漬等のリサイクル

を促す法整備も進められてきている。これら法律の実施に

より、生産から流通、消費、廃棄に至る物質の効率的な利

用やリサイクルの推進、さらには適正処理を図ることで、

大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済システムから

の脱却を目指そうとしている。現在、国においては、循環

型社会の形成を総合的、計画的に推進するため、2003年10

月を目途として基本計画の策定が進められている。また、

地方自治体に対しては、廃棄物の処理やリサイクルの実施

を担い、地域の住民や事業者にとって最も身近な行政機関

として循環型社会の形成に果たす役割は極めて重要である

との認識のもとに、①循環資源の適正な利用及び処分に関

して必要な措置を講ずること、②区域の自然的社会的条件

に応じた施策を策定し、実施することを求めている（1）。

3地域における廃棄物削減の取組みと地域協働の仕組み

（1）調査の目的

地域における廃棄物削減の取組みを把握するため、物質

循環の構築に寄与する公共政策群を「物質循環政策」と定

義したうえで、全国の3,229市町村を対象に、2001年11

月、「地域物質循環の現状と自治体政策の動向に関する調

査」を郵送方式により実施した。市町村を調査対象とした

のは、①廃掃法により一般廃棄物の処理責任を負い、全て

の団体で廃棄物関連業務を実施していること、②廃棄物問

題への政策対応の地域差が把握しやすいこと、③住民に身

近な基礎的自治体として、環境分野における地域協働への

様々な取組みがみられることによる。

この調査の目的は、廃棄物の削減に向けた関係主体の取

組みとその連携によって形作られる「地域リサイクルルー

プ」の現状とその方向性を明らかにすることである。図1

は、地域リサイクルループの構築イメージである。このル

ープは、決して画一的なものではなく、地域の諸条件に応






















